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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　池底の一端に汚泥ピットを有する沈澱池の池底に敷設されたガイドレール上には、転動
輪付きの機体を装備してワイヤロープによりガイドレールに添って進退駆動自在とされる
とともに、同機体には、掻寄姿勢と非掻寄姿勢とに切り換え自在なスクレーパとを備える
汚泥掻寄装置において、前記機体には、スライド受を介して前後に進退自在な四角筒状の
第２スライダが嵌装され、同第２スライダには、角軸状の第１スライダが前後にスライド
するように嵌装されてその前後端に前記ワイヤロープがそれぞれ連結されるとともに、同
第２スライダは、スクレーパ連動リンクを介して前記スクレーパに連結され、前記第１ス
ライダにおける第２スライダより一定量Ｓ離れた前後位置には、ストッパブロックが設け
られるとともに、これら前後のストッパブロックを介して第２スライダに平行な１本のカ
ム受が取り付けられ、このカム受の左右両側面には、左右一対のカムが横張出状をなすよ
うに設けられ、各カムは、前後に傾斜面を有しその傾斜面間が左右において互いに平行な
面となるようにつながれた形とされる一方、前記機体には、前記カムに接触しながら転動
するカムローラーを上端に有し下端にはガイドレールに接離自在なブレーキシューを備え
たカムレバーが機体の前後方向に軸心を向けた軸を介して回転自在な状態で左右一対配備
されるとともに、同カムレバーと機体間には、カムローラーをカムに向けて押し付けるバ
ネが設けられてなることを特徴とする汚泥掻寄装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
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【発明の属する技術分野】
この発明は、汚泥掻寄装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
例えば、矩形の沈澱池においては、その長手方向一端池底に汚泥ピットが形成され、同ピ
ットには、池底に沈澱する汚泥を汚泥掻寄装置により掻き寄せて落とし込まれるようにな
っている。そして、この汚泥掻寄装置には種々のものがあるが、フライト循環駆動方式に
よるものと転動輪を備えてスクレーパ付機体を進退自在にしたものとが一般的なものとし
てある。
後者のものは、処理池の長手方向にガイドレールを敷設し、同ガイドレールに、転動輪付
でスクレーパ付の機体を進退自在に構成するのであるが、その場合、スクレーパは、ピッ
トの方向である掻寄方向には垂直に、またその逆方向には汚泥を掻き戻さない水平に姿勢
を切り換えるようになっている。これらの切り換えは、ワイヤロープの往復運動により連
動してなされるようになっている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、これまでは、前記スクレーパの切り換え時に切り換えよりも先に転動輪がガイド
レール上で滑ってしまう現象もあったため、その対策をとってきた訳である。ところで、
その方法としては、ガイドレール上に凸部を備えてこれに転動輪が一旦係留されるように
したものなど種々のものがあるが、今一つ有効で簡易なものはない。
この発明はこうした問題を解決するためになされたものであり、より確実で有効なスリッ
プ防止効果が得られるとともにそれが簡単な構造のもとに達成されるようにした汚泥掻寄
装置を提供することにある。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
　前記課題を解決するため、請求項１記載の発明は、池底の一端に汚泥ピットを有する沈
澱池の池底に敷設されたガイドレール上には、転動輪付きの機体を装備してワイヤロープ
によりガイドレールに添って進退駆動自在とされるとともに、同機体には、掻寄姿勢と非
掻寄姿勢とに切り換え自在なスクレーパとを備える汚泥掻寄装置において、前記機体には
、スライド受を介して前後に進退自在な四角筒状の第２スライダが嵌装され、同第２スラ
イダには、角軸状の第１スライダが前後にスライドするように嵌装されてその前後端に前
記ワイヤロープがそれぞれ連結されるとともに、同第２スライダは、スクレーパ連動リン
クを介して前記スクレーパに連結され、前記第１スライダにおける第２スライダより一定
量Ｓ離れた前後位置には、ストッパブロックが設けられるとともに、これら前後のストッ
パブロックを介して第２スライダに平行な１本のカム受が取り付けられ、このカム受の左
右両側面には、左右一対のカムが横張出状をなすように設けられ、各カムは、前後に傾斜
面を有しその傾斜面間が左右において互いに平行な面となるようにつながれた形とされる
一方、前記機体には、前記カムに接触しながら転動するカムローラーを上端に有し下端に
はガイドレールに接離自在なブレーキシューを備えたカムレバーが機体の前後方向に軸心
を向けた軸を介して回転自在な状態で左右一対配備されるとともに、同カムレバーと機体
間には、カムローラーをカムに向けて押し付けるバネが設けられてなることを特徴とする
。
【０００５】
【発明の実施の形態】
以下、図示した実施形態を参照してこの発明を詳細に説明する。
図５は矩形沈澱池１の全体を示し、同沈澱池１において、図の左右が長手方向で、２は整
流壁、３は池底、４は汚泥ピットをそれぞれ示している。そして、池底３上には、図２～
図４に示すように、溝形鋼の左右１対を少し離間させてガイドレール５を敷設してある。
両ガイドレール５，５の上面には上蓋６が装備されて汚泥がガイドレール５，５間に入ら
ないようにしてある。
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【０００６】
８は池上に設置された駆動手段（駆動源、減速機、ドラム等でなる）、９…はシーブ、１
０はワイヤロープをそれぞれ示し、側面からみるとＬ字状の軌道に掛け渡され、同ワイヤ
ロープ１０の一部は、図３及び図４に示すように、ガイドレール５，５間を通り、その上
の一部はガイドレール５，５の上蓋６上を進退駆動自在に通るようにされている。
【０００７】
１２は転動輪、１３は機体であり、機体１３は、前部Ｆと後部Ｒ及びその前後間を継ぐ連
結パイプ１４とでなる。前部Ｆの前側と後部Ｒの後側にはスクレーパ１５が装備され、図
５の実線の状態は掻寄姿勢でそれぞれのスクレーパ２５は垂直な状態にありその状態で機
体１３が前進することにより汚泥がピット４方向に掻き寄せられる。前側のスクレーパ２
５がピット４上にきたところでワイヤロープ１０が図４の右方向に逆駆動され、これによ
り、前側のスクレーパ２５はピット方向に水平に持ち上げられ、後側のスクレーパ２５は
半ピット方向に水平に持ち上げられるようになっていて、その姿勢が復帰姿勢（非掻寄姿
勢）とされて機体は戻される。
【０００８】
概要は以上のようであるが、次にその詳細について図１～図４を用いて詳細に構造説明を
する。
前記機体１３は、図４にその断面を示すように、Ｈ形鋼で幅の大きいものを本体１７とし
て用い、その前後及び適所に貫通穴を形成してある。そして、機体１３の前端及び後端に
各スクレーパ１８，１９が装備されているとともに、図１に示すように、前部Ｆの後端と
後部Ｒの前端にブラケット２０を介して前記連結パイプ１４が連結されている。
【０００９】
２２は第１軸、２３は第２軸で、第１軸２２は、前部Ｆにおいては機体１３を通じて左右
に長く伸びるもので機体１３に固定されている。第２軸２３は、機体１３の幅よりも少し
長い程度の短い軸で、これも機体１３に固定されている。
【００１０】
後部Ｒにあっては、第１軸２２と第２軸２３とは前後に逆の関係になっている。そして、
各軸２２，２３の外周には前記転動輪１２…が回転自在に装備されている。この転動輪１
２についての詳細断面は、図３に示されている。即ち、この実施形態では、小径の筒と大
径の筒それに円板とを一体に溶接したものでなり、こうした転動輪１２を軸受を介して第
２軸２３回りに回転自在にしてある。第１軸２２の機体１３から左右に突き出した部分の
外周には軸受を介して回転自在にスクレーパパイプ２４が装備され、同スクレーパパイプ
２４の下側には、スクレーパ２５が、また上側には上スクレーパ２６が突設されている。
上スクレーパ２６の特に上端バー２６ａは、進退時のスクレーパの安定化のため四角など
の中実バーが使用され、図１のように掻寄姿勢の時には回転中心より少し前寄りに位置し
て安定化に寄与し、また、復帰姿勢時にも安定化に寄与するようになっている。
【００１１】
２８はブラケットで、機体１３の前後間両端に装備され、同ブラケット２８を介してガイ
ドレール５の溝内に嵌まる浮き上がり防止ローラー２９が設けられ、同ローラー２９によ
り機体１３が上に浮き上がらないようにする。
【００１２】
以下機体１３の前部Ｆについて説明するが、後部Ｒについては同様の符号を付して説明に
代える。
前部Ｆのウエッブ上には、幅間中央線上の前後２か所に取付台３１が一体に固定されてい
る。同取付台３１上には、それぞれ前後に中心を向けた四角筒状のスライド受３２が固定
され、両スライド受３２，３２は同心状をなすとともに、その内部には樹脂ブッシュ３３
が嵌装されている。
【００１３】
これらのスライド受３２，３２を介して円滑に進退運動するように前後に長く四角な筒状
をした第２スライダ３４が嵌装されている。第２スライダ３４の長手方向中途両側には、



(4) JP 5142000 B2 2013.2.13

10

20

30

40

50

図２に示すようにストッパ突起３５，３５が左右１対突設されており、これらのストッパ
突起３５は、進退して樹脂ブッシュ３３に当たって止まるようになっている。また、同ス
トッパ突起３５にはスクレーパ連動リンク３６の後端部が連結される一方、同連動リンク
３６の前端部は、上スクレーパ２６の前側に通した連動軸３７に回転自在に連結されてい
る。
【００１４】
３９は第１スライダで角軸状であり、その前後端にワイヤロープ１０の連結部を有して第
２スライダ３４に樹脂ブッシュ４０を介して前後に円滑にスライドするように嵌装されて
いる。同第１スライダ３９の前後端には、ストッパブロック４１，４１がそれぞれ装着さ
れ、同ブロック４１上にスペーサ４２を介して角筒状をしたカム受４４が渡架されている
。このカム受４４の左右両面には図２に示すように前後を斜面にしその間を平行状にした
カム４５，４５がそれぞれ横張出状をなして取り付けられている。
【００１５】
４７はカムローラーで、カム４５に接触しながら転動するものであり、同カムローラー４
７は、図４に示すように、軸受４８に軸４９を介して左右に揺動自在に支持したカムレバ
ー５０の上端内側に装備されている。カムレバー５０は、バネ５１で常時カムローラー４
７を内向きに押し付けるように付勢する一方、同レバー５０の下端にはブレーキシュー５
２が装着されてガイドレール５の上部に接離自在になっている。尚、図４の左側は非制動
時を右側は制動時の状態をそれぞれ便宜上示すものである。また、後部Ｒにおいては、前
部Ｆと同様の構成になっているが、スクレーパ連動リンク５３については、その後端がス
クレーパ２５に対して連結されている。
【００１６】
図１、図２、図３の左側部分は掻寄状態にある様子を示し、ストッパ突起３５が図１の前
側のスライド受３２の樹脂ブッシュ３３に当たったところでスクレーパ連動リンク３６を
介してスクレーパ２５が垂直な姿勢とされ掻寄状態になっている。後部Ｒにあってもスト
ッパ突起３５がスライド受３２の樹脂ブッシュ３３に当たったところで停止し、これによ
り、スクレーパ連動リンク５３を介してスクレーパ２５が下回りで前向きに引かれて垂直
な掻寄状態になっている。前部Ｆ及び後部Ｒでは、カムローラー４７はバネ５１の反発で
カム４５の後側の斜面位置にある。また、前部Ｆ及び後部Ｒの各後端のストッパブロック
４１もそれぞれ後部のスライダ受３２の樹脂ブッシュ３３に当たって止まっている。一方
、前部Ｆ及び後部Ｒの各前端のストッパブロック４１は、第２スライダ３４に対してＳ程
前方に離れた状態になっている。
【００１７】
この状態でワイヤロープ１０が、図１のＸ方向に継続して引かれスクレーパ２５が汚泥ピ
ット４（図５）上にきたところでワイヤロープ１０は図１のＹ方向に引かれる。これによ
り、転動輪１２が転動する前に、後部Ｒ及び前部Ｆの各第１スライダ３９が引かれて第２
スライダ３４内を後方に摺動し、それまでＳ程あった隙間は次第に小さくなって後部Ｒ及
び前部Ｆの各Ｘ側のストッパブロック４１が第２スライダ３４の樹脂ブロック４０に当た
るようになる。その間、カム受４４もＹ方向に引かれるので、カム４５も同様に移動する
ことでカムローラー４７を図４の右側図示のように外向きに押し出すようになり、これに
より、シュー５２がガイドレール５を捉えて機体１３の動きを制動ロックする。
【００１８】
ワイヤロープ１０が、図１のＹ方向に更に引かれると、今度は第２スライダ３４までも同
方向にスライドしてゆき、これにより、機体１３が制動ロックされた状態のまま、スクレ
ーパ連動リンク３６，５３を介してスクレーパ２５は水平方向に持ち上がるようになる。
その持ち上がりは、ストッパブロック４１が各後側のスライド受３２に当たることで止ま
る。その間、カム４５も図１のＹ方向に移動しているので、カムローラー４７はカム４５
の平行（平坦）な面に乗り上がり図４の右側図示の状態になったあと、カム４５の前側の
斜面に落ち込むようになるので、制動はその時点で解除される。
【００１９】
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更に、Ｙ方向に引かれることで、制動が解除された状態で機体１３はＹ方向に引かれ転動
してゆき、図５の右端に復帰する。次に、図１のＸ方向にワイヤロープ１０が引かれるこ
とで前記とは逆の運動をする。即ち、復帰時には図１のａ個所においてＳの隙間ができて
おり、Ｘ方向の駆動によりこのＳがなくなるまで第１スライダ３９が移動したあと第２ス
ライダ３４がＸ方向にスライドしてスクレーパ２５が垂直な掻寄姿勢になる。この際にも
まず制動が働いてスクレーパ２５が垂直になったあと制動が解除される。
【００２０】
尚、図６に示すように、スライド受を上下（あるいは左右）の受ローラー５６，５６とし
、それに第２スライダであるパイプ５７を進退自在にして構成してもよい。
また、前記実施形態では前部Ｆ及び後部Ｒを連結したロングタイプの汚泥掻寄装置につい
て説明したが、例えば、前部Ｆのみの汚泥掻寄装置であってもよい。
【００２１】
図７ないし図９は他の実施形態を示すもので、図７は、掻寄方向がＸで非掻寄方向（復帰
方向）がＹで前記実施形態とは逆サイドから汚泥掻寄装置を観ている。
【００２２】
６０はガイドレールで、図８に示すようにＨ形断面をしたをその溝が側方にくるようにし
て設置したものであり、同ガイドレール６０は、その底面にベース盤６１を介して池底面
６２上に敷設固定され、その位置は、池幅間中央を通るようにして汚泥ピット（図７のＸ
方向端部に形成）上から池後端（図７のＹ方向端部）までわたるようにして設けられてい
る。このガイドレール６０は、上側のウエッブが下側のものより長くなっているが、これ
に限定されるものではない。
【００２３】
ガイドレール６０上には、袴座式に機体６３が搭載され、同機体６３は、左右１対のコの
字形チャンネル材である主ボディ６４，６４を備え、これらをそれぞれ溝が外向きになる
ようにして左右に離間して配してあるとともに、主ボディ６４，６４間を、図９の平面図
に示すような幅間つなぎ６５で連結一体化しさらに補助つなぎ６６および前後の端部つな
ぎ６７で連結してある。
【００２４】
機体６３内には、前後１対の転動輪６８が回転自在に軸受で装備されている。
この転動輪６８は、前記実施形態で示したドラム状のものでガイドレール６０と略同一の
幅をもったものになっている。６９はサイドローラーで、上からみて４点配置されてガイ
ドレール６０の溝内にあってレール側面に外側から接触し蛇行走行せず直線走行し得るよ
うになっている。
【００２５】
７０は浮き上がり防止ローラーで、上からみて４点配置されてレール６０の上側ウエッブ
に下から当って機体６３が浮き上がらずに安定走行するようになっている。前記機体６０
の主ボディ６４前後端には、Ｕ字状の切欠７１が形成されている。これらの切欠７１を介
してスクレーパパイプ７２が前後１対軸受支持されている。各スクレーパパイプ７２には
、スクレーパ７３が装備されるとともに上部スクレーパ７４が設けられている。上部スク
レーパ７４には、図示しないバランサが設けられてスクレーパ７３が軽快に回転し得るよ
うにされている。
【００２６】
７５は前部固定スクレーパ、７６は後部固定スクレーパであり、その他、図示しないが機
体６３の底面にもガイドレール６０上に溜まるであろう汚泥を掻き落とすための固定スク
レーパをも配備している。尚、７７はガイドローラーで、同ローラー７７も走行を安定化
させるために装備されることがある。このローラー７７は他の実施形態でも装備すること
がある。
【００２７】
また、７８はスクレーパストッパで、スクレーパ７３を垂直に規定したり水平に規定した
りするものであり、上部のストッパ７８には、スクレーパパイプ７２回りに突設された回
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転突起７９が非掻寄状態になる際にあたるようになっている。尚、８０は側部スクレーパ
で、ガイドレール６０内の汚泥を掻き出すものである。
【００２８】
８２はスタンドで、前後の各幅間つなぎ６５に左右１対をなすものとして立設されるとと
もに、各スタンド８２には、上下にガイドローラー８３が上下に離間して装備されている
。これらガイドローラー８３…を介してメインロッド８４が前後に進退自在に装備されて
いる。
【００２９】
このメインロッド８４の前後端部には、池上の駆動源から駆動されて図７のＸ方向あるい
はＹ方向に牽引駆動されるワイヤーロープ８５がジョイント８６を介して連結されている
。メインロッド８４は、長手方向側面に前ストッパ突起８７を備えて、前側のスタンド８
２側に設けたロッドストッパ８８に当たるようにされるとともに、同突起８７よりも後方
に備えた後ストッパ突起８９は後部のロッドストッパ８８に当たるようにされている。
【００３０】
このメインロッド８４のストッパ突起８７と前側の上部スクレーパ７４との間は、前連動
リンク９０で連結されている。このリンク９０は、図９に示すように左右１対をなし、ま
た、メインロッド８４の長手方向中間底面を介して固定したブラケット９１と後部のスク
レーパ７３との間は、後連動リンク９２で連結されていてこれも左右１対をなすものであ
る。
【００３１】
これらの連動リンク９０，９２は、前後のスクレーパ７３を図７の側面からみてそれぞれ
前方・後方に上がるようにするために前連動リンク９０をスクレーパパイプ７２よりも上
方に後連動リンク９２を同パイプ７２よりも下方にそれぞれ連結したものになっているが
、例えば、それぞれのリンク９０、９２をパイプ７２よりも上方又は下方に連結して前後
のスクレーパ７３が同じ方向に持ち上がるようにしてもよい。また、両リンク９０，９２
をなくして、メインロッド８４により直接的にスクレーパ７３，７３を連動させるように
してもよい。尚、９３は車上カバーリングで、スタンド８２の前後間に装架したカバー受
け９４を介して適宜脱着自在に固定されている。
【００３２】
図７から図９はピット方向に汚泥を掻き寄せる状態を示しており、この掻寄状態では、メ
インロッド８４がＸ方向に牽かれて前進端にあり、この際、同メインロッド８４は、前ス
トッパ突起８７が前のロッドストッパ８８に当たり、前後のスクレーパ７３，７３が下部
のスクレーパストッパ７８に当たることでスクレーパ７３，７３が垂直な掻寄状態に安定
にロックされている。この掻寄状態でＸ方向に機体６３が牽かれてゆくことで、池底の汚
泥をピットまで掻き寄せてゆく。
【００３３】
機体６３がピット上にくることで反転制御手段が働き池上の駆動源を逆回転させる。これ
により、ワイヤーロープ８５は図７のＹ方向に牽引され、メインロッド８４は同方向に牽
かれるようになる。その結果、メインロッド８４とともに前連動リンク９０及び後連動リ
ンク９２はそれぞれ後方に牽かれ、前スクレーパ７３は前方向に後スクレーパ７３は後方
にそれぞれ持ち上げられる。これにより、装置は非掻寄状態になるとともにＹ方向の牽引
により機体６３は同方向に牽引され復帰のための走行を始める。一方、装置がＹ方向に走
行して後退端までくると、反転制御手段により駆動源が逆回転されることで、ワイヤーロ
ープ８５はＸ方向に牽引される。これにより、メインロッド８４はＸ方向に同行して前後
のスクレーパ７３，７３はそれぞれ垂直な掻寄状態に切り換えられる。尚、同装置におい
ては、前記実施形態の制動ロック装置や後述する制動ロック装置を付属させることがある
。
【００３４】
尚、同装置における後側のスクレーパ７３は、後退する際に後向きに跳ね上がりその後、
下周り前向きにスイングするようになっているので、底面域上の沈澱物を前方へ掻き寄せ
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て沈澱物の溜まりをなくすことができる。
【００３５】
図１０、図１１（図１０のＸＩ－ＸＩ線断面図）、および図１２（ＸＩＩ－ＸＩＩ線断面
図）は、汚泥掻寄装置に制動ロック装置Ｒを装備した他の実施形態を示すものである。同
実施形態は、一部を除き図７ないし図９に示す実施形態と同様であるので、同様の部分に
ついては同一の符号を付して説明に代える。
【００３６】
すなわち、同装置におけるメインロッド８４の外周には、長手方向に添って長い遅延連動
スライダ９７が四角筒状のものとして同ロッド８４にスライド自在に設けられている一方
、メインロッド８４の前後端外周には、前後１対の連動ピース９８が固定装備され、同ピ
ース９８間の寸法は図１０に示すように遅延連動スライダ９７の長さよりもＳ分だけ長く
なっている。そして、後側の連動ピース９８とメインロッド８４の長手方向中程底面には
図１１、図１２にも示すような二股形のレール固定腕９９がそれぞれ下向きに突設され、
これらを介して左右１対をなすカムレール１００が取付けられている。
【００３７】
カムレール１００は、前部底面に下向きに凸状をなすカム部１０１を備えている。一方機
体６３側の主ボディ６４の各底面には、支点ブラケット１０２が左右対向状をなして固定
して設けられ、同ブラケット１０２を介して支点軸１０３が設けられている。この支点軸
１０３を介して支点体１０４が取り付けられるとともに、同支点体１０４上には、前後に
回転可能なようにスイング体１０５が設けられている。同スイング体１０５の上端には、
前記カム部１０１に当たるカムローラー１０６が取り付けられている。
【００３８】
前記支点体１０４には、図１０に示すように側面からみて４点配置をなす制動子１０７が
図１１に示すようにレール６０の上フランジに上下から近接するように配置されている。
そして、主ボディ６４の内面とスイング体１０５との間には、スイング体１０５を垂直な
中立状態に復帰させる復帰バネ１０８が設けられている。前記制動子１０７は、耐磨耗性
の優れた金属や樹脂などを使用してあるとともに図１１に示すように皿ばね１０９を介し
て固定されている。
【００３９】
ここで、同制動ロック付汚泥掻寄装置の作動を説明すると、図１０はピット方向に汚泥を
掻き寄せる掻寄状態を示し、この状態では、前後のスクレーパ７３，７３が共に垂直下が
り状態にあり、ワイヤーロープ８５のＸ方向への牽引によりメインロッド８４回りの後端
の連動ピース９８は外筒である遅延連動スライダ９７を後方から押し進めるが、各部のス
トッパにより図示の一定限度で止まっている。
【００４０】
この状態で遅延連動スライダ９７の前端と前側の連動ピース９８との間には一定の遊隙Ｓ
が残されている。そして、制動ロック装置においては、カムローラー１０６がカム部１０
１の後部に外れて位置するとともに復帰バネ１０８により垂直に戻された状態にあって制
動子１０７…がガイドレール６０のフランジから一定に離間した図１１の中立状態になっ
ており、そのまま掻寄は進行する。
【００４１】
装置がピット上にきて掻寄が終了すると、ワイヤーロープ８５は図１０のＹ方向に牽かれ
、これにより、まずメインロッド８４が牽かれてＳ程後方へスライドする。その間、カム
レール１００も後方へシフトし、これにより、カム部１０１がカムローラー１０６を後方
向きに応動させることにより、復帰バネ１０８に抗してスイング体１０５も後方に回転し
て、制動子１０７…がレール６０のフランジを挟持するようになる。
【００４２】
カムローラー１０６がカム部１０１の山に乗り上げるとロック状態が完了し、スイング体
１０５は後方に振れたままになるとともに、前側の連動ピース９８が遅延連動スライダ９
７を後方へと連動させるようになる。この連動により、前・後連動リンク９０，９２を介
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して前後のスクレーパ７３，７３が図１０の仮想線のように水平方向に持ち上がるように
なる。その間、メインロッド８４及び遅延連動スライダ９７は同調して後方に移動する。
【００４３】
そして、スクレーパ７３，７３が持ち上がる前の段階で、カムローラー１０６はカム部１
０１の前側の傾斜面にさしかかるようになり、この時点で次第にロックは解除されるよう
になって、最終的にスクレーパ７３，７３が持ち上がった時点で完全にロックは外れた状
態になる。ロックが外れると、制動ロック装置は復帰バネ１０８により中立状態になる。
この中立状態は掻寄中継続される。
【００４４】
装置が復帰して掻寄状態に切り換わる際にも同様のロック→解除の動作をする。これによ
り、スクレーパ７３が先に切り換え動作をしてのち機体６３が進退を開始するようになり
、スクレーパ７３の切り換え前に機体６３が進退してしまうおそれがなくなった。尚、こ
の制動ロック装置は、他の実施形態の掻寄装置にも適用することがある。
【００４５】
図１３および図１４（図１３のＸＩＩＩ－ＸＩＩＩ線断面図）は、他の方式の制動ロック
装置を付属した汚泥掻寄装置についての実施形態を示す。
【００４６】
同掻寄装置は、前記実施形態と同様の機体１１２を備え、サイドローラー１１３及び浮き
上がり防止ローラー１１４を同様に備えている。スクレーパパイプ１１５も前後に装備し
てスクレーパ１１６を装備する。また、スタンド１１７…及びガイドローラー１１８…に
よりメインロッド１１９が前後に進退自在とされているとともに、同メインロッド１１９
の前後端にはワイヤーロープ１２０が結合されている。
【００４７】
只、この掻寄装置の場合、機体１１２の長手方向中程のところに回転軸１２２を横架し、
同回転軸１２２回りに連動レバー１２３を左右１対のものとして前後に回転自在に支持し
てある。そして、同連動レバー１２３の各上端に開けた上部長孔１２４を介してメインロ
ッド１１９の連動ピン１２５にスライド自在に係合させてある。したがって、連動レバー
１２３はメインロッド１１９に追随して遊びなく応動する関係になっている。
【００４８】
一方、スクレーパパイプ１１５の長手方向の機体１１２の幅間に対応する位置からは、掻
寄状態において前上がり傾斜状をなす応動レバー１２７が前後同じ姿勢をして突設されて
いる。応動レバー１２７は前後においてそれぞれ左右１対配備されており、各応動レバー
１２７の前後間には、連結リンク１２８が結合されている。この連結リンク１２８は左右
１対設けられている。
【００４９】
そして、連結リンク１２８の左右間には応動ピン１２９が突設されており、このピン１２
９には、前記連動レバー１２３の中程に開けた下部長孔１３０が遊隙Ｃを存して嵌り合っ
ている。そして、前記回転軸１２２外周には、連動レバー１２３と共に回転するが図１４
の矢印のように左右に振れる余裕をもたせたロック板１３２が嵌め込まれている。このロ
ック板１３２は、押さえバネ１３３により常時内方へロック板１３２を押さえつけるよう
に機能する。尚、ロック板１３２は、図１４のように、レール６０の上フランジの端部上
にその板厚間が対応するようになっているが、下端に面取り１３４を有するので、掻寄状
態及び非掻寄状態においてガイドレール６０のフランジ縁には接触しないものになってい
る。
尚、連結リンク１２８上には、バランサ１３６が重量調節可能に設けられている。このバ
ランサ１３６については、例えば、上部スクレーパ１３７に装着して、スクレーパ全体が
軽快に作動するようにしてもよい。
【００５０】
図１３の状態は掻寄状態を示し、同状態において、メインロッド１１９がＸ方向に強制的
に牽かれ連動レバー１２３が上ストッパ１３５にあたることで図示状態を維持する。そし
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て、連結リンク１２８は、バランサ１３６などによりスクレーパ１１６が垂直に規定され
ることにより図１３の状態を維持し、そのことから、応動ピン１２９と下部長孔１３０と
の遊隙Ｃが確保されるようになる。
【００５１】
ワイヤーロープ１２０がＹ方向に牽かれて復帰態勢に入ると、メインロッド１１９がこれ
に応動するとともに連動レバー１２３を介してロック板１３２も応動回転する。しかし、
遊隙Ｃの存在により下部長孔１３０が応動ピン１２９をすぐには応動させず、連動レバー
１２３が一定角度回転してのち応動することになる。したがって、その応動に至る間、ロ
ック板１３２がレール６０のフランジを捉え押さえバネ１３３で押さえられながら次第に
強く接当するようになり、機体はロックされた状態になる。そこで、応動ピン１２９がは
じめて下部長孔１３０に当たって連動レバー１２３を応動させ、連結リンク１２８を介し
てスクレーパ１１６を跳ね上げるようにする。
【００５２】
連動レバー１２３は図１３の仮想線の位置まで回転するが、その手前の段階でロック板１
３２はレール６０のフランジから完全に離脱し走行自在な状態に入っている。このロック
状態にある範囲は図１３に矢印Ｌで示す。復帰状態から掻寄状態に入る際も上記と同様の
作用になる。
【００５３】
尚、メインロッド１１９の凹みＵは、進退端においてガイドローラー１１８に嵌り合う部
分で、スクレーパ１１６は安定化する。凹みＵは、前ガイドローラー１１８に対応する個
所にも設けられる。上部スクレーパ１３７と前部スクレーパ１３８との間にはつなぎスク
レーパ１４１を配備してもよい。
【００５４】
また、ロック板１３２には、図１４に示すように、ウエイト１３９を付してもよく、この
場合、バネ１３３を省略することもできる。
さらに、図１３に示すように、前端の応動レバー１２７は左右１対設けられているが、そ
の間の前面にスクレーパ板１３８ａを備えて中央前部スクレーパ１３８を構成してもよい
。
【００５５】
図１５及び図１６は他の実施形態を示す。
図１３に示す実施形態では、メインロッド１１９が矢印ｙの方向にスライドして突き出し
て復帰するが、その復帰側先端にさらにジョイント１４１を介してワイヤーロープ１２０
をＵ字状に掛け付けその掛け付け部分をワイヤ緊締具１４２により締め付けて固締してお
くと、機体１１２をシーブ側により接近させて復帰できない。すなわち、シーブを通るワ
イヤーロープ１２０は、単一状の部分を通すことは問題ないがワイヤ緊締具１４２のある
部分は通すことはできず、したがって、図１３のものでは、ワイヤ緊締具１４２が機体１
１２の後端からシーブ側に大きく離れて位置することになっているため、その分、機体１
１２をシーブ側に一杯迄復帰させるにも限界がある。
【００５６】
そこで、図１５に示すように、メインロッド１１９にではなく、同ロッド１１９に架台１
４５を介して短い中継ロッド１４６を固設し、同ロッド１４６にジョイント１４７を介し
てワイヤーロープ１４８をワイヤ緊締具１４９…で締めつけ固定したものである。このよ
うにすることで、機体１１２をシーブ１５０のある側に充分深く復帰させ得るようになっ
た。これにより、復帰端側に溜まり勝ちな汚泥をもピット側に掻き寄せることが可能にな
った。
【００５７】
尚、図１５に示すように、ガイドレール６０の後端にはシーブブラケット１５２が設けら
れ、同ブラケット１５２を介して位置検出用のアクチュエータ１５３が支持されているが
、このアクチュエータ１５３を作動させるローラー１５４を機体１１２側に支柱１５５を
介して装備してもよい。尚、ローラー１５４とアクチュエータ１５３は逆の位置関係にな



(10) JP 5142000 B2 2013.2.13

10

20

30

40

50

ることもある。
【００５８】
図１７に示す例は、機体１５８に前記実施形態のように復帰時に前方に跳ね上げる方式で
スクレーパ１５９を装備しておきそのまま降ろして掻寄状態にするように構成すると、汚
泥を掻き戻すことになるのを防止するようにしたものである。すなわち、ガイドレール１
６０の後端部を少し高く持ち上げた格好にして段高部１６１とし、この段高部１６１に機
体１５８が乗りあがるようにしたもので、これにより、掻き戻しがなくなるとともに逐次
掻き寄せることも可能になる。
【００５９】
図１８に示す例は、機体１６２が後退あるいは前進してその端部にきたことを検出するた
めの制御手段についてのもので、１６３は近接スイッチや光電スイッチなどによる検出手
段で、その一方を備えウエイト１６４を備えたワイヤーロープ１６５を、下端を池底に掛
止し上部を滑車１６６を介して吊り下げたもので、機体１６２のローラー１６７に当たる
個所の上下２点を受けローラー１６８で受け止めて仮想線のようにワイヤーロープ１６５
の対応する一部が凹むように作用することで検出手段の一方が持ち上がる結果、検出のた
めの作用をするようにしたものである。
【００６０】
前記例では全体がワイヤーロープであったが、図１９に示すように、上部はワイヤーロー
プ１７０であるが下部は折れ曲がり式リンク１７１で同リンク１７１にローラー１７２が
当たるようにしてもよい。
【００６１】
また、前記では折れ曲がり式リンクを構成したが、図２０に示すように、ガイドローラー
１７５…により昇降自在なロッド１７６とワイヤーロープ１７７とを組み合わせて構成し
てもよい。
【００６２】
図２１及び図２２に示す例は、左右１対の溝形ガイドレール１８０上に転動輪１８１によ
り走行自在な機体１８２を装備し、同機体１８２を図２２の矢印のように互いに逆方向に
牽引駆動されるチェーン１８３を装備して上周りのチェーン１８３に対して機体１８２か
ら突設したスクレーパ１８４ａ付の突出部１８４に連結したもので、特に、この場合のチ
ェーン１８３の上回りのものが接触磨耗しないようにガイドレール１８０間の中段に受け
棚１８５を装架してその上側に樹脂などの滑走受け部１８６を備えたものである。
【００６３】
図２３に示す例は、ガイドレール１８９がＨ形のもので、その１対間に受け棚１９０を上
方から掛装式に固定しその上側に滑走受け部１９１を備えたものである。尚、同実施形態
では、Ｈ形断面をした単胴型機体１９２になっているが、これに限定されない。
【００６４】
また、図２４に示すように、溝型ガイドレール１９５の間に掛装式に受け棚１９６を固定
し、この受け棚１９６に滑走受け部１９７を備えてもよい。尚、同実施形態のように、丸
パイプ状で単胴式の機体１９８にしてもよいがこれに限定されるものではない。さらに同
図に示すように、単胴式の機体１９８にした場合には、例えば、同パイプに長いロッドあ
るいはパイプを支持軸１９９として装入し、これを共通軸として転動輪２００やスクレー
パ２０１などを装備するようにしてもよい。
尚、前記実施形態における各制動ロック手段は、他の実施形態の汚泥掻寄装置にそれぞれ
適用することがある。
【００６５】
【発明の効果】
この発明は以上のようであるので、より確実で有効なスリップ防止効果が得られるととも
にそれが簡単な構造のもとに達成されるようにした汚泥掻寄装置を提供することができる
。
【図面の簡単な説明】
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【図１】この発明の一実施形態を示す汚泥掻寄装置の側面図。
【図２】図１の前部の平面図。
【図３】転動輪の構造と取付状態を示す縦断面図。
【図４】制動機構の実施形態を示す縦断面図。
【図５】沈澱池に汚泥掻寄装置を構成したその全体を示す側断面図。
【図６】他の実施形態を示す断面図。
【図７】汚泥掻寄装置の他の実施形態を示す側面図。
【図８】図７の汚泥掻寄装置の正面図。
【図９】図７の汚泥掻寄装置の平面図。
【図１０】汚泥掻寄装置の他の実施形態を示す一部切り欠き側面図。
【図１１】図１０のＸＩ－ＸＩ線断面図。
【図１２】図１０のＸＩＩ－ＸＩＩ線断面図。
【図１３】汚泥掻寄装置の他の実施形態を示す側面図。
【図１４】図１３のＸＩＶ－ＸＩＶ線断面図。
【図１５】汚泥掻寄装置の他の例を示す側断面図。
【図１６】図１５のＸＶＩ－ＸＶＩ線断面図。
【図１７】汚泥掻寄装置の他の実施形態を示す側断面図。
【図１８】他の例を示す側断面図。
【図１９】他の例を示す側面図。
【図２０】他の例を示す側面図。
【図２１】汚泥掻寄装置についての他の例を示す縦断正面図。
【図２２】図２１の側面図。
【図２３】他の例を示す縦断正面図。
【図２４】他の例を示す縦断正面図。
【符号の説明】
１…沈澱池　３…池底　４…汚泥ピット　５、６０…ガイドレール　１０、８０，１２０
，１４８…ワイヤーロープ　１２、６８…転動輪　１３、６３，１１２…機体　１４…連
結パイプ　Ｆ…前部　Ｒ…後部　２５、７３、１１４…スクレーパ　４５，４７，５０，
５１，５２、Ｒ…制動ロック手段。
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【図１６】

【図１７】

【図１８】

【図１９】
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